
 

平成２８年熊本地震被害対策農業資金保証料助成事業実施要項 

 

第１ 趣旨 

知事は、平成２８年熊本地震風被害（以下「本災害」という。）により被害を受けた農

業者が、収入減の補てん、経営再建、農業生産施設等の復旧等に必要な資金の借入れに

伴い熊本県農業信用基金協会（以下「基金協会」という。）の保証を受ける場合に、農業

者の負担軽減を図るため農業者が負担する保証料の一部を助成する市町村に対して、予

算の範囲内において、保証料助成に係る補助金を交付し、その交付については、熊本県

補助金等交付規則（昭和 56年熊本県規則第 34号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、この要項に定めるところによる。 

 

第２ 事業の内容 

市町村が、次の１から５に掲げる条件により、保証料の助成を行う場合において、知

事は、当該市町村に対してその助成に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交

付する。 

１ 保証料助成対象資金 

平成２８年熊本地震被害対策農業資金融通措置要項（以下、措置要項という。）第２

に定める平成２８年熊本地震被害対策緊急資金（以下「熊本地震被害対策緊急資金」

という。）又は平成２８年熊本地震被害対策農業近代化資金（以下「熊本地震被害対策

近代化資金」という。） 

２ 対象となる農業者の要件は、以下のいずれかを満たす者とする。 

（１）本災害による減収量が平年収量の３０パーセント以上であり、かつ、減収によ

る損失額が平年農業収入の１０パーセント以上であること、又は１０パーセント

以上となることが確実に見込まれる旨の市町村長の証明を受けていること。 

（２）熊本地震被害対策近代化資金の借入を希望する場合は、本災害により農業生産

施設等が農業生産に支障を来す程度の被害を受けていること及び本災害対策とし

て実施する事業である旨の市町村長の証明を受けていること。 

３ 保証料助成の対象保証料率（以下、保証料助成率という。）等は、別表１（１）及び

別表１（２）に定めるものとする。 

４ 保証料助成の期間 

  （１）熊本地震被害対策緊急資金 

保証料助成の期間は、貸付実行日から３年以内とする。 

  （２）熊本地震被害対策近代化資金 

    保証料助成の期間は、貸付実行日から５年以内とする。 

５ 保証料助成金の額 

保証料助成金の額は、毎年１月１日から１２月３１日までの期間において算出した

融資平均残高（計算期間中の毎日の最高残高（延滞額を除く。）の総和を３６５日で除

して得た額）に別表１（１）及び別表１（２）に定める助成対象保証料率を乗じて得

た額とする。 



  

第３ 事業実施の手続き 

 １ 保証料助成の承認 

（１）保証料助成金の交付を希望する者（以下「交付希望者」という。）は、融資機関

に対して行う資金の借入れの申込み及び基金協会に対して行う債務保証の委託申

込みに際し、次のアからウまでに掲げる書類を、融資機関を通じて基金協会に提

出するものとする。 

ア 保証料助成承認申請書（別記様式１号） 

イ 保証料助成金の交付申請手続き及び保証料助成費の代理受領等に関する委任

状（別記様式２号。以下「委任状」という。） 

ウ 本災害による減収量が平年収量の３０パーセント以上であり、かつ、減収に

よる損失額が平年農業収入の１０パーセント以上であること、又は１０パーセ

ント以上となることが確実に見込まれる旨の市町村長の証明書（平成２８年熊

本地震被害対策農業資金融通措置要項別記第３号様式「農林漁業被害程度等証

明書」。以下「証明書」という。）の写し 

（２）基金協会は、（１）に掲げるアからウまでの書類を受理し、適当と認めたときは、

保証料助成承認申請一覧表（別記様式３号）に保証料助成承認申請書、委任状、

証明書の写し及び債務保証承諾の写しを添付して、債務保証承諾を行った日の属

する翌月１０日までに、市町村長に提出するものとする。 

  （３）市町村長は、（２）の規定により提出された書類を受理し、適当と認めたときは

保証料助成補助対象事業承認申請書（別記様式４号）に当該書類の写しを添えて、

知事（団体支援課）に提出するものとする。 

（４）知事は、（３）の規定により提出された書類を受理し、適当と認めたときは保証

料助成補助対象事業承認通知書（別記様式５号）を市町村長に交付するものとす

る。 

（５）市町村長は、（４）の通知をうけたときは、交付希望者に保証料助成承認通知書

（別記様式６号）を基金協会及び融資機関を通じて交付するものとする。 

２ 助成金の交付申請及び交付決定 

（１）融資機関は、保証契約に係る貸付実行後、毎年１月１日から１２月３１日まで

の期間における交付希望者ごとの保証料助成額計算書（別記様式７号）及び保証

料助成額計算書集計表（別記様式８号）を翌年１月３１日までに基金協会に提出

するものとする。 

（２）助成金の交付申請は、保証料助成金交付代理申請書（別記様式９号）によるも

のとし、基金協会は、毎年２月２０日までに、保証料助成金交付代理申請書に保

証料助成額計算書及び保証料助成額計算書集計表を取りまとめのうえ添付し、市

町村長に提出するものとする。 

（３）助成金の交付決定の通知は、保証料助成金交付決定通知書（別記様式１０号）

によるものとし、市町村長は、保証料助成金交付の適否を審査し、保証料助成金

を交付すべきものと認めたときは、保証料助成金の交付を決定し、交付を決定し

た交付希望者（以下「交付対象者」という。）に保証料助成金交付決定通知書を基



金協会及び融資機関を通じて交付するものとする。 

３ 助成金の交付請求及び交付 

助成金の交付請求は、保証料助成金交付代理請求書（別記様式１１号）によるもの

とし、基金協会は、助成金の交付の請求をしようとするときは、保証料助成金交付代

理請求書を市町村長に提出しなければならない。市町村長は、提出された保証料助成

金交付代理請求書を受理し、適当と認めたときは、交付対象者に保証料助成金を基金

協会及び融資機関を通じて交付するものとする。 

４ 助成金補助金の申請と交付決定 

（１）補助金の交付を受けようとする市町村長は、毎年、３月１０日までに、規則第

３条第１項に基づく保証料助成金補助金交付申請書（別記様式１２号）に次のア、

イに掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

   ア 保証料助成額計算書及び保証料助成額計算書集計表  

   イ 収支決算書 

  （２）知事は、（１）に規定する書類を受理した場合において、審査のうえ適当と認め

たときは、補助金の交付を決定し、市町村長に対し規則第６条に基づく保証料助

成金補助金交付決定通知書（別記様式１３号）を交付すものとする。 

 ５ 助成金補助金の交付請求及び交付 

補助金の請求をしようとする市町村は、規則第１６条第１項に基づく保証料助成金

補助金交付請求書（別記様式１４号）を知事に提出しなければならない。知事は、提

出された保証料助成金補助金交付請求書を受理し、適当と認めたときは、市町村長に

交付するものとする。 

 ６ 助成金補助金の額の確定 

   第３の４の（２）の保証料助成金補助金交付決定通知をもって、規則第１４条の規

定に基づく補助金の額の確定通知があったものとみなす。 

 

第４ 証拠書類の保管 

  規則第２３条に規定する別に定める期間は、助成完了後５年間とする。 

 

第５ 調査及び報告等 

知事は、保証料助成金の交付に関し、必要があると認めた場合は、助成金の交付を受

けた者、融資機関及び基金協会の関係書類を調査し、又は報告を求めることができる。 

 

第６ その他 

  この要項に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この要項は平成２８年４月２８日に施行し、平成２８年４月１４日から適用する。 


